
自家用電気工作物（県立学校）の保安管理業務委託仕様書

委託する保安管理業務

電気事業法第 43条第 1項に定める高知県の設置する自家用電気工作物の工事、維持及

び運用に関する保安の監督に係る業務で、高知県立学校の保安規程に基づいて実施する。

用語の定義

(ⅰ) 「受託者」とは、業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人事業者若

しくは、電気保安法人（以下「法人」という。）をいう。

(ⅱ) 「保安業務従事者」とは、委託事業場の保安管理業務に従事する者をいう。

(ⅲ) 「保安業務担当者」とは、保安業務従事者であって委託事業場を担当する者をい

う。

委託対象電気工作物

事業場の名称及び所在地 付表のとおり

需要設備容量及び受電電圧 付表のとおり

発電装置定格容量及び定格電圧 付表のとおり

受電種別 付表のとおり

委託期間

令和８年４月１日から令和 11年３月 31 日まで

委託業務の内容

１ 受託者が行う点検、測定及び試験は、電気工作物の種類に応じて原則として下記に

より「付表」、「保安管理業務の細目及び基準」及び「別表第１」のとおり行うものと

する。

(1) 定期点検

ａ 月次点検は、主として運転中の施設を点検することをいい、点検回数は付表の

とおりとする。

ｂ 年次点検は、主として施設の運転を停止して点検することをいい、毎年１回行

う。ただし、停電困難な場合にあっては、協議により、３年に２回以内において、

施設の運転を停止せずに点検を行う。

(2) 臨時点検

臨時点検は､異常が発生した場合及び発生する恐れがある場合など、必要に応じて

行う。

特に、県立高等学校入学者選抜のための学力検査における「英語」の検査時には、

事故・トラブル発生時の対応のため、保安業務担当者が当該時間中に検査実施校（高

等学校の本校・分校含め 33校で同時に実施予定）に待機するものとする。

(3) 絶縁監視装置

ａ 付表の絶縁監視装置の設置欄に〇印のついた事業場については、低圧電路の絶

縁を常時監視するため受託者の責任において絶縁監視装置（50mA 以上の漏洩電流



で感知し発報するもの）を設置し、これに要する設置費用及び保守費用は受託者

が負担すること。

ｂ 絶縁監視装置から発せられた警報を受けた場合、受託者は委託事業場の連絡責

任者へ連絡を行い、警報の原因調査及び再発防止のための適切な措置を行うこと。

ｃ 受託者は漏洩警報発生時の受信記録を 3年間保存すること。

ｄ 委託者は､受託者が絶縁監視装置を設置する場所の提供及び電話回線など既存

の施設の利用について便宜を供するものとし、受託者の絶縁監視装置を無断で移

設､取外し、改造等を行わないこと。

ｅ 絶縁監視装置の情報を、委託者の加入電話回線を利用して自動的に受託者に通

報又は委託者が受託者に電話連絡する電話料は、委託者が負担すること。

ｆ 委託者の電気工作物の変更等により、絶縁監視装置の設置条件に適合しなくな

った場合及び絶縁監視装置の運用に支障があると認められた場合は､協議の上、絶

縁監視装置を受託者が撤去すること。

ｇ 委託者が、撤去を申し出た時又はこの契約が消滅した場合は、絶縁監視装置を

受託者が撤去すること。

(4) スマート保安

ａ 付表のスマート保安欄に〇印のついた事業場については、低圧電路の負荷を適

確に監視するため受託者の責任において電流監視装置を設置し、これに要する設

置費用及び保守費用は受託者が負担すること。

ｂ 電流監視装置から発せられた警報を受けた場合、受託者は委託事業場の連絡責

任者へ連絡を行い、警報の原因調査及び再発防止のための適切な措置を行うこと。

ｃ 受託者は負荷の記録を 1年間保存すること。

ｄ 受託者は委託者から記録データの提供要請があった場合は速やかに応じること。

ｅ 主遮断装置並びに保安上の責任分界点から主遮断装置までの間に施設する開閉

器、遮断器及び配線について、「主遮断装置等の更新計画」の作成及び更新の助言

を行うこと。

ｆ 委託者は､受託者が電流監視装置を設置する場所の提供及び電話回線など既存

の施設の利用について便宜を供するものとし、受託者の電流監視装置を無断で移

設､取外し、改造等を行わないこと。

ｇ 電流監視装置の情報を、委託者の加入電話回線を利用して自動的に受託者に通

報又は委託者が受託者に電話連絡する電話料は、委託者が負担すること。

ｈ 委託者の電気工作物の変更等により、電流監視装置の設置条件に適合しなくな

った場合及び電流監視装置の運用に支障があると認められた場合は､協議の上、電

流監視装置を受託者が撤去すること。

ｉ 委託者が、撤去を申し出た時又はこの契約が消滅した場合は、電流監視装置を

受託者が撤去すること。

(5) プール設備点検

休止期間があるプール設備では、使用開始前に次の点検を行い、不良がある場合

は、使用開始前に改修を完了するよう委託者に指示又は助言を行うこと。

ａ 絶縁抵抗測定及び接地抵抗測定

ｂ 漏電遮断器の押しボタン試験及び動作特性試験



(6) 委託者の日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があっ

た場合には、保安業務担当者等の観点から点検を行うものとする。

2 次の①～④のいずれかに該当する電気工作物について、県は点検、測定及び試験の全

部又は一部を、電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。これに

関し、県の求めに応じ受託者は助言を行うこととする。

① 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困

難な自家用電気工作物（例えば、次のａからｆまでのいずれかに該当する自家用電気

工作物）

ａ 建築基準法（昭和 25年法律第 201 号）第 12 条第３項の規定に基づき、一級建築士

等の検査を要する建築設備

ｂ 消防法（昭和 23年法律第 186 号）第 17 条の３の３の規定に基づき、消防設備士免

状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等

ｃ 労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57 号）第 45条第２項の規定に基づき、検査業

者等の検査を要することとなる機械

ｄ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器

（医療用機器、オートメーション化された工作機械群等）

ｅ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器（密閉型防爆構造機器等）

ｆ 壁の中、密閉された天井裏、固定ボルトで固定された機器の内部等の隠ぺい場所に

設置された配線及び機器等

② 設置場所の特殊性のため、受託者が点検を行うことが困難な自家用電気工作物（例え

ば、次のａからｆまでのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物）

ａ 高所にある配線、機器等及び稼働中の機器又はその付近の配線、機器等で点検を行

うことが危険を伴う場合（広告塔、照明塔、回転機器等）

ｂ 立入に危険を伴う場所（酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業

を伴う場所、放射線管理区域等）

ｃ 情報管理のため立入が制限される場所（機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室

等）

ｄ 衛生管理のため立入が制限される場所（手術室、無菌室、新生児室、クリーンルー

ム等）

ｅ 機密管理のため立入が制限される場所（独居房等）

ｆ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所（密閉場所等）

③ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物

④ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物

3 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれのある場合に、県又は

四国電力送配電株式会社等の通知に基づいて、受託者は電話により､又は保安業務従事者

を派遣して応急措置の指導を行うこと。

この場合、県は受託者が応急措置を行うための判断に役立てるため､電気事故の発生箇

所、異常の状況等を適切に連絡するものとする。また、台風、集中豪雨等の地域的な災害

時には、組織的に事故対応を行うこととし、非常の場合の連絡を 24 時間受け取ることが



できる宿直体制があり、かつ、保安業務従事者等を１時間以内に保安管理業務委託施設へ

到着できる体制を明確化しておくこと。

4 受託者は、配線及び機器について製造者起因と考えられる不具合が発生し、又は発生す

るおそれがある場合は、同様の配線及び機器を設置している事業場を調査し委託者へ報

告すること。また、製造者に製造期間や不具合ロット等について問い合わせを行い影響

の範囲を推定し対策について、委託者に指示又は助言を行うこと。

5 電気事業法第 107 条第 3項に規定する立入検査の立会いについては、その都度、県の

通知に基づいて受託者はただちに保安業務従事者等を派遣して行うものとする。

6 電気工作物の工事中の点検は、県の通知を受けて、電気工作物の設置又は変更工事が工

事の計画及び経済産業省令で定める技術基準に基づき適正に行われるよう毎週 1回行う

ものとする。

7 業務の実施にあたっては労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し、安全

の確保に努めなければならない。また、高電圧､高所作業等における労働災害事故に備え

て労働者災害補償保険に加入し、その保険証の写しを提出すること。

8 定期点検報告書の作成、提出

月次点検､年次点検の報告書を作成し、委託事業場の連絡責任者に確認を受けた後、

全事業場の報告書の写しをまとめて高等学校課に提出すること。

9 経済産業局への申請、届出

受託者は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書ならびに保安規

定届出書を作成し、四国経済産業局長に提出するものとする。この申請が申請後 1箇

月以内に承認を得られなかった場合､又は取消しになった場合は、県はこの契約を一方

的に解除できるものとする。なお、申請､届出に係る費用は、保安管理業務委託料に含

むものとする。受託者が引き続き前年と同一の者である場合は､この申請、届出は必要

ないものとする。

10 損害賠償

受託者はこの契約にあたり、故意又は過失によって県や第三者に与える恐れがある

損害（委託事業場の従業員や第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務

の障害等）に対する損害賠償保険に加入し、その写しを提出すること。

11 再委託の禁止

受託者は契約した業務の全部または一部を他のものに再委託してはならない。



kVA kV kVA kV kVA kV

1 高知県立室戸高等学校 高知県室戸市室津２２１ 常時 1/2 ○ ○
475                  
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

2 高知県立中芸高等学校 高知県安芸郡田野町１２０３－４ 常時 1/3 ○ ○ ○
250
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

3 高知県立安芸中学高等学校 高知県安芸市桜ヶ丘町７８４ 常時 1/3 ○ ○ ○
2,200                  

-
6.6      
-

－ － 30 0.2 別表第１のとおり

4 高知県立城山高等学校 高知県香南市赤岡町１６１２ 常時 1/3 ○ ○ ○
225             
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

5 高知県立山田高等学校 高知県香美市土佐山田町旭町３丁目１－３ 常時 1/2 ○ ○
400                 
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

6 高知県立高知農業高等学校 高知県南国市東崎９５７－１ 常時 1/3 ○ ○ ○
550                  
-

6.6      
-

20 0.2 30 0.2 別表第１のとおり

7
高知県立高知農業高等学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
寄宿舎舟入寮

高知県南国市上野田２１９－４ 常時 1/2 ○ ○
105                 
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

8
高知県立高知農業高等学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
温室ハウス

高知県南国市上野田ヒカケ２７－１ 常時 1/3
40            
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

9 高知県立高知東工業高等学校 高知県南国市篠原１５９０ 常時 1/2 ○ ○
650                      
-

6.6      
-

－ － 30 0.2 別表第１のとおり

10 高知県立嶺北高等学校 高知県長岡郡本山町本山７２７ 常時 1/3 ○ ○ ○
375                   
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

11 高知県立岡豊高等学校 高知県南国市岡豊町中島５１１－１ 常時 1/3 ○ ○ ○
700
-

6.6      
-

－ － 30 0.2 別表第１のとおり

12 高知県立高知東高等学校 高知県高知市一宮徳谷２３番１号 常時 1/2 ○ ○
750              
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

13 高知県立高知追手前高等学校 高知県高知市追手筋２丁目２－１０ 常時 1/2 ○ ○
1,000

-
6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

14
高知県立高知追手前高等学校
吾北分校

高知県吾川郡いの町上八川甲２０７５－１ 常時 1/2 ○
150                 
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

15 高知県立高知丸の内高等学校 高知県高知市丸ノ内２丁目２－４０ 常時 1/2 ○ ○
650              
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

16
高知県立高知丸の内高等学校
音楽館

高知県高知市丸ノ内２丁目３－９ 常時 1/2
80               
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

17 高知県立高知小津高等学校 高知県高知市城北町１－１４ 常時 1/3 ○ ○ ○
850         
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

18 高知県立高知工業高等学校 高知県高知市桟橋通２丁目１１－６ 常時 1/2 ○ ○
1,045              

-
6.6      
-

－ － 30 0.2 別表第１のとおり

19 高知県立高知北高等学校 高知県高知市東石立町１６０ 常時 1/2 ○ ○
500                 
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

20
高知県立高知北高等学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　
プール棟

高知県高知市石立町１２－１ 常時 1/2 ○ ○
125             
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

付表　委託対象電気工作物

設備容量 予備発電容量 発電所容量
Ｎｏ. 事業場名 事業場の所在地 受電種別 点検回数

絶監装置
の設置

スマート
保安

無停電年
次点検

点検、測定及び
試験の基準



kVA kV kVA kV kVA kV

設備容量 予備発電容量 発電所容量
Ｎｏ. 事業場名 事業場の所在地 受電種別 点検回数

絶監装置
の設置

スマート
保安

無停電年
次点検

点検、測定及び
試験の基準

21 高知県立高知国際中学高等学校 高知県高知市鴨部２－５－７０ 常時 1/3 ○ ○ ○
1,050

-
6.6      
-

－ － 30 0.2 別表第１のとおり

22 高知県立伊野商業高等学校 高知県吾川郡いの町３３２－１ 常時 1/3 ○ ○ ○
570                  
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

23 高知県立春野高等学校 高知県高知市春野町弘岡下３８６０ 常時 1/3 ○ ○ ○
375　　　　　　　　　　　　　　　　　
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

24 高知県立高岡高等学校 高知県土佐市高岡町甲２２００ 常時 1/3 ○ ○ ○
225                   
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

25 高知県立高知海洋高等学校　　　 高知県土佐市宇佐町福島１番地 常時 1/2 ○ ○
500                
-

6.6      
-

75 0.2 － － 別表第１のとおり

26
高知県立高知海洋高等学校
栽培漁業総合実習棟

高知県土佐市宇佐町宇佐２８３９－２ 常時 1/3
60                
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

27
高知県立高知海洋高等学校
くろしお寮

高知県土佐市宇佐町福島５３－３ 常時 1/2 ○ ○
105                  
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

28 高知県立佐川高等学校 高知県高岡郡佐川町乙１７８９－５ 常時 1/2 ○ ○
225                  
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

29 高知県立須崎総合高等学校 高知県須崎市多ノ郷甲４１６７－３ 常時 1/3 ○ ○ ○
1,600

-
6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

30 高知県立檮原高等学校 高知県高岡郡梼原町梼原１２６２ 常時 1/3 ○ ○ ○
150               
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

31 高知県立窪川高等学校 高知県高岡郡四万十町北琴平町６－１ 常時 1/3 ○ ○ ○
175                 
-

6.6      
-

20 0.1/02 － － 別表第１のとおり

32 高知県立四万十高等学校 高知県高岡郡四万十町大正５９０－１ 常時 1/3 ○ ○ ○
150                   
-

6.6      
-

－ － 30 0.2 別表第１のとおり

33 高知県立大方高等学校 高知県幡多郡黒潮町入野５５０７ 常時 1/2 ○ ○
375                
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

34 高知県立幡多農業高等学校 高知県四万十市古津賀３７１１ 常時 1/2 ○ ○
400                
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

35
高知県立幡多農業高等学校
園芸実践棟

高知県四万十市古津賀３７１１ 常時 1/2
70                
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

36 高知県立中村中学高等学校 高知県四万十市中村丸の内２４ 常時 1/3 ○ ○ ○
700
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

37
高知県立中村高等学校　　　　　　　　　　　　　
西土佐分校

高知県四万十市西土佐津野川２２３ 常時 1/3 ○ ○ ○
125       
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

38 高知県立宿毛工業高等学校 高知県宿毛市平田町戸内２２７２－２ 常時 1/2 ○ ○
700               
-

6.6      
-

－ － 33 0.2 別表第１のとおり

39 高知県立宿毛高等学校 高知県宿毛市与市明５－８２ 常時 1/2 ○ ○
475               
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

40 高知県立清水高等学校 高知県土佐清水市清水ヶ丘２６－２２ 常時 1/3 ○ ○ ○
300                  
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり

41
高知県立清水高等学校　
体育館・多目的教室棟

高知県土佐清水市清水ヶ丘２５－７ 常時 1/3 ○ ○ ○
250                  
-

6.6      
-

－ － － － 別表第１のとおり



kVA kV kVA kV kVA kV

設備容量 予備発電容量 発電所容量
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絶監装置
の設置
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42 高知県立盲学校 高知県高知市大膳町６－３２ 常時 1/3 ○ ○ ○
275
-

6.6      
-

20 0.2 － － 別表第１のとおり

43
高知県立盲学校
寄宿舎

高知県高知市越前町１丁目１３－１ 常時 1/3 ○ ○ ○
105
-

6.6      
-

47 0.2 － － 別表第１のとおり

44 高知県立高知ろう学校 高知県高知市中万々７８ 常時 1/3 ○ ○ ○
475
-

6.6      
-

70 0.2 － － 別表第１のとおり

45 高知県立山田特別支援学校 高知県香美市土佐山田町山田１３６１ 常時 1/2 ○ ○
275
-

6.6      
-

84 0.2 10 0.2 別表第１のとおり

46 高知県立高知江の口特別支援学校 高知県高知市大原町１２０番地５ 常時 1/3 ○ ○ ○
300
-

6.6      
-

48 0.2 － － 別表第１のとおり

47
高知県立高知江の口特別支援学校
国立高知病院分校

高知県高知市朝倉西町１－２－２５ 常時 1/2
80
-

6.6      
-

20 0.2 － － 別表第１のとおり

48 高知県立高知若草特別支援学校 高知県高知市春野町弘岡下２９８０－１ 常時 1/3 ○ ○ ○
275
-

6.6      
-

125 0.2 20 0.2 別表第１のとおり

49
高知県立高知若草特別支援学校　　　　　　　　　
子鹿園分校

高知県高知市若草町１０－２６ 常時 1/2 ○ ○
200
-

6.6      
-

20 0.2 － － 別表第１のとおり

50 高知県立日高特別支援学校 高知県高岡郡日高村下分６０ 常時 1/3 ○ ○ ○
450
-

6.6      
-

54 0.2 10 0.2 別表第１のとおり

51
高知県立日高特別支援学校
高知しんほんまち分校

高知県高知市新本町２丁目１３－５１ 常時 1/2 ○ ○
175
-

6.6      
-

25 0.2 － － 別表第１のとおり

52 高知県立中村特別支援学校 高知県四万十市古津賀３０９１ 常時 1/3 ○ ○ ○
300
-

6.6      
-

80 0.2 20 0.2 別表第１のとおり

注）１．点検回数欄において、「１／２」は隔月１回点検、「１／３」は３ヶ月に１回点検を表す。
注）２．太陽電池発電所の月次点検については年２回とする。
注）３．絶縁監視装置の設置欄の○印は、絶縁監視装置を設置する事業場を示す。
注）４．スマート保安欄の○印は、電流監視装置を設置する事業場を示す。
注）５．無停電年次点検欄の○印は、無停電年次点検を実施する事業場を示す。
注）６．事業場の所在地は、今後の市町村合併により変更する場合がある。



保安管理業務の細目及び基準

１．保安管理業務の内容

（1）実施する保安管理業務は次によるものとする。

① 定例の保安管理業務は次によるものとする。

ａ．定期的な点検、測定及び試験（具体的基準は、別表第１「点検、測定及び試験の基準」によ

る。）を行い、経済産業省令で定める技術基準（以下「技術基準」という。）の規定に適合し

ない事項又は適合しないおそれがあるときは、とるべき措置について委託者に報告するものと

する。

ｂ．電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合において、原因の

究明に協力し、応急措置を指導するとともに、必要により臨時点検を実施し、再発防止につき

とるべき措置を報告するものとする。

ｃ．電気事業法第107条第３項に規定する立入検査の立ち会いを行うものとする。

② 定例以外の保安管理業務は次によるものとし、委託者の要求に基づき必要の都度行う。

ａ．電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣又は中国四国産業保安監督部長への

報告、届出書類及び図面等について、その作成及び手続きの助言を行うこと。

ｂ．委託対象電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び完成検査を行い、必要

に応じてそのとるべき措置について委託者に報告すること。

ｃ．電気工作物の設置又は変更の工事について、委託者の通知を受けて工事期間中の点検を毎週

１回行い、必要に応じそのとるべき措置について委託者に報告すること。

ただし、内燃力発電所、ガスタービン発電所、太陽電池発電所及び風力発電所については、

経済産業省告示第249号第4条の規定により点検は行わないものとする。

（2）次の①～④のいずれかに該当する電気工作物については、委託者は点検、測定及び試験の全部

又は一部を、電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。これに関し、委託

者の求めに応じ受託者は助言を行うこととする。

① 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家

用電気工作物（例えば、次のａからｆまでのいずれかに該当する自家用電気工作物）

ａ．建築基準法（昭和25年法律第201号）第12条第３項の規定に基づき、一級建築士等の検査

を要する建築設備

ｂ．消防法（昭和23年法律第186号）第17条の３の３の規定に基づき、消防設備士免状の交付

を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等

ｃ．労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第45条第２項の規定に基づき、検査業者等の検

査を要することとなる機械

ｄ．機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器（医療用機

器、オートメーション化された工作機械群等）

ｅ．内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器（密閉型防爆構造機器等）

ｆ．壁の中、密閉された天井裏、固定ボルトで固定された機器の内部等の隠ぺい場所に設置され



た配線及び機器等

② 設置場所の特殊性のため、受託者が点検を行うことが困難な自家用電気工作物（例えば、次の

ａからｆまでのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物）

ａ．高所にある配線、機器等及び稼働中の機器又はその付近の配線、機器等で点検を行うことが

危険を伴う場合（広告塔、照明塔、回転機器等）

ｂ．立入に危険を伴う場所（酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場

所、放射線管理区域等）

ｃ．情報管理のため立入が制限される場所（機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等）

ｄ．衛生管理のため立入が制限される場所（手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等）

ｅ．機密管理のため立入が制限される場所（独居房等）

ｆ．立入に専門家による特殊な作業を要する場所（密閉場所等）

③ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物

④ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物

（3）受託者は、上記（1）及び（2）の点検の他、委託者の日常巡視等において異常等がなかったか

否かの問診を行い、異常があった場合には、保安業務担当者等の観点から点検を行うものとする。

２．絶縁監視装置の警報発生時の処置

（1）受託者は、電気工作物に設置した絶縁監視装置から次の警報を直接又は委託者を通じて受けた

場合、警報の発生の原因を調査し、再発防止につきとるべき措置を行うものとする。

ａ．警報動作電流50mA以上の漏えい電流が発生している旨の警報（以下「漏えい警報」という。）

を連続して５分以上受信した場合

ｂ．５分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合

（2）受託者は、警報発生時の受信の記録を３年間保存するものとする。



別 表 第 １

点検、測定及び試験の基準

設 備 点 検 項 目

点 検 の 種 別

定 期 点 検 工事期間中の点検

臨 時 点 検
月次点検 年次点検

停 電 無停電

受

変

電

設

備

区分開閉器 外観点検 ○ ※10○ ※10○

必要の都度

絶縁抵抗測定 ○ ※１○

継電器の動作試験 ○ ※２○

継電器の動作特性試験 ※３○ ※３○

開閉器と継電器の連動試験 ※３○ ※３○

引込線、支持物、ケーブル等 外観点検 ○ ※10○ ※10○

絶縁抵抗測定 ○ ※１○

断路器 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ※１○

電力用ヒューズ 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ※１○

遮断器、負荷開閉器 外観点検 ○ ※10○ ※10○

絶縁抵抗測定 ○ ※１○

内部点検 １回／6年

絶縁油酸価測定 上記結果により
必要の都度〃 耐圧試験

継電器の動作特性試験 ※３○ ※３○

遮断器、開閉器と 継電器

の連動試験

※３○ ※３○

変圧器 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ※１○

漏えい電流測定 ○

内部点検 １回／6年

絶縁油酸価測定 上記結果により

必要の都度〃 耐圧試験

コンデンサ、 リアクトル 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ※１○

計器用変成器、 零相変流器 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ※１○

避雷器 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ※１○

母線等 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ※１○

その他の高圧機器 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ※１○

受

・

配

電

盤

配電盤、制御回路 外観点検 ○ ○ ○

電圧、電流測定 ○

絶縁抵抗測定 ○ ※１○

計器校正試験 必要の都度

絶縁監視装置 外観点検 ○ ○ ○

許容誤差試験(伝送試験を含む) ○ ○

接地

工事

接地線、保護管等 外観点検 ○ ○ ○

接地抵抗測定 ※４○ ※４○

構

造

物

受変電室建屋、キュービクル

式受変電設備の金属製外箱等

（発電設備含む）

外観点検 ○ ○ ○



設 備 点 検 項 目
点 検 の 種 別

定 期 点 検 工事期間中の点検

臨 時 点 検
月次点検 年次点検

停 電 無停電

配電

設備

電線路 外観点検 ○ ○ ○

必要の都度

絶縁抵抗測定 ※５○

負

荷

設

備

低圧機器 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ※５○

低圧配線、制御配線 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ※５○

開閉器 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ※５○

遮断器 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ※５○

非

常

用

予

備

発

電

装

置

原動機、始動装置及び付属装置 外観点検 ○ ○ ○

始動・停止試験 ○ ○ ○

発電機 外観点検 ○ ○ ○

発電電圧、周波数（回転数）の測定 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ※５○

遮断器、開閉器、配電盤、

制御装置等

外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ※５○

内部点検 １回／6年

絶縁油酸価測定 上記結果により
必要の都度〃 耐圧試験

継電器の動作特性試験 ※3,6○

蓄
電
池

設
備

蓄電池

（原動機始動用を含み、開放した

場所にあるものに限る。）

外観点検 ○ ○ ○

電圧測定 ○ ○

比重測定 ○ ○

液温測定 ○ ○

充電装置及び付属装置 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ※５○

発
電
設
備
（
無
停
電
は
太
陽
電
池
発
電
設
備
の
み
該
当
す
る
）

原動機、風車及び付属装置 外観点検 ○ ○

始動・停止試験 ○

始動装置（蓄電池、充電装置等） 外観点検 ○ ○

絶縁抵抗測定 ○

電圧測定 ○

比重測定 ○

液温測定 ○

太陽電池、発電機、 燃料電池 外観点検 ○ ○ ○

発電電圧、周波数（回転数）の測定 ○

絶縁抵抗測定 ※7,9○ ※1,9○

遮断器、開閉器、変圧器等 外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ○ ※１○

漏えい電流測定 ○

内部点検 １回／6年

絶縁油酸価測定 上記結果により

必要の都度〃 耐圧試験

直交変換装置、配電盤、

制御装置等

外観点検 ○ ○ ○

絶縁抵抗測定 ※7,9○ ※1,9○

電圧、電流測定 ○

継電器の動作特性試験 ※3,6,8○ ※３○

計器校正試験 必要の都度



注１．○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。

２．月次点検は、設備ごとに外観点検を行うものとする。

外観点検とは、設備が運転中の状態において目視（必要に応じ携帯計器の使用を含む。）により次の点検項目を行う。

ａ．電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無

ｂ．電線と他物との離隔距離の適否

ｃ．機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無

ｄ．接地線等の保安装置の取付け状態

３．年次点検は、主として停電により設備を停止状態にして年1回点検を行うものとする。ただし、信頼性が高く

かつ、各点検項目と同等と認められる点検が1年に1回以上行われる機器については、3年に2回以内の範囲において

停電をしない状態で年次点検（無停電年次点検）を行ってもよい。なお、発電設備における無停電年次点検は太陽電

池発電設備のみ該当する。

４．工事期間中の点検は、外観点検を行う。臨時点検は、必要に応じ外観点検及び年次点検に準じて行う。

５．絶縁油の酸価測定及び耐圧試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はＰＣＢ油混入のおそれがある場

合、全部又は一部を省略してもよい。

６．変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、漏えい電流測定に替えてもよい。

７．変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、

中性点抵抗器、避雷器及びＯＦケーブルにおいて「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の

使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領（内規）」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含

有電気工作物に該当しているかの確認を年時点検時に行うこと。ただし、これまでに記録等で確認している機器につ

いては、その内容をもって確認したものとする。

８．※を付した項目は、次のとおりとする。

※１ 部分放電測定及び温度測定に替えてもよい。

※２ 継電器の単体試験（押し釦テスト）及び制御回路試験とする。

※３ 3年に2回以内の範囲で、過去の試験・測定結果、経年的評価及び月次点検時の点検結果等により正常であ

ることを確認し無停電試験に替えてもよい。

※４ 過去の実績により、その全部又は一部を省略してもよい。

※５ 絶縁監視装置の動作状況、過去の測定実績等を検討し、絶縁状態が良好と判断される場合は、測定周期を

延長してもよい。

※６ 発電機筐体に組み込まれた継電器の動作特性試験は、その全部又は一部を省略してもよい。

※７ 開閉器の施設状況又は製造者との協議により、その全部又は一部を省略してもよい。。

※８ 発電設備に設置する系統連系保護装置については、単独運転検出機能の動作確認に替えてもよい。

※９ 太陽電池発電設備直流側低圧回路は、絶縁診断等に替えてもよい。

※10 スマート保安を適用している場合は、年次点検時に設備の更新状況を確認する。


